
　

平
成
27
年
２
月
６
日
に
行
わ
れ
た
、
愛
知
県

市
議
会
議
長
会
定
期
総
会
に
お
い
て
、
平
成
24

年
５
月
９
日
か
ら
平
成
26
年
４
月
30
日
ま
で
の

当
市
議
会
の
議
長
を
務
め
た
加
賀
博
元
議
員
と

副
議
長
を
務
め
た
堀
田
清
議
員
が
、
地
方
自
治

の
発
展
に
対
す
る
功
績
が
認
め
ら
れ
愛
知
県
市

議
会
議
長
会
か
ら
感
謝
状
が
贈
呈
さ
れ
ま
し

た
。 お

め
で
と
う

　
　
ご
ざ
い
ま
す堀田　清 議員 加賀　博 元議員

（
発
議
第
２
号
）

市
長
の
専
決
処
分
事
項
の
指
定

（
地
方
自
治
法
第
180
条
に
よ
る
）

❶　

そ
の
目
的
の
価
額
が
１
件
60
万
円
以
下
の
訴

え
の
提
起
、
和
解
及
び
調
停
に
関
す
る
こ
と
。

❷　

１
件
60
万
円
以
下
の
法
律
上
市
の
義
務
に
属

す
る
損
害
賠
償
の
額
を
定
め
る
こ
と
。

❸　

法
令
の
改
正
又
は
廃
止
に
伴
い
、
そ
の
法
令

の
題
名
、
条
項
又
は
用
語
を
引
用
す
る
条
例

の
規
定
を
整
理
す
る
必
要
が
生
じ
、
か
つ
市

が
そ
の
条
例
を
改
正
す
る
に
当
た
り
、
独

自
の
判
断
を
す
る
余
地
が
な
い
場
合
に
お
い

て
、
そ
の
条
例
を
改
正
す
る
こ
と
。

　
　※

専
決
処
分
に
は
、
地
方
自
治
法
第
179
条
に
基
づ

く
緊
急
の
場
合
の
も
の
と
、
同
第
180
条
に
基
づ

く
議
会
の
委
任
に
よ
る
も
の
が
あ
る
。
前
者
は
、

主
に
議
会
が
機
能
し
な
い
事
態
へ
の
対
処
を
目

的
と
し
、
首
長
独
自
の
判
断
で
処
理
す
る
も
の

で
あ
り
、
次
の
議
会
で
承
認
を
求
め
る
必
要
が

あ
る
。
後
者
は
、
主
に
ス
ピ
ー
デ
ィ
な
運
営
の

た
め
、
決
議
ま
で
の
時
間
を
省
略
す
る
た
め
に

あ
る
。
予
め
、
議
決
で
定
め
ら
れ
た
事
項
に
関

し
て
は
、
首
長
が
自
由
に
処
分
で
き
る
。
ま
た
、

議
会
承
認
は
不
要
で
あ
る
。

（
発
議
第
３
号
）

愛
西
市
議
会
の
議
決
す
べ
き
事
件
を

定
め
る
条
例

　

愛
西
市
議
会
の
議
決
す
べ
き
事
件
を
定
め
る
条

例
が
、
愛
西
市
議
会
会
議
規
則
第
13
条
第
２
項
の

規
程
よ
り
提
出
さ
れ
ま
し
た
。
提
案
理
由
は
、
総

合
計
画
の
基
本
部
分
で
あ
る「
基
本
構
想
」に
つ
い

て
議
会
の
議
決
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
た
が
、
地

方
自
治
法
の
改
正
に
よ
り
、
基
本
構
想
の
法
的
策

定
義
務
が
無
く
な
っ
た
の
を
機
に
議
決
す
べ
き
一

定
の
事
件
を
定
め
ま
し
た
。

❶　

総
合
計
画
の
基
本
構
想
及
び
基
本
計
画
の
策

定
、
変
更
又
は
廃
止
。

❷　

友
好
都
市
又
は
姉
妹
都
市
そ
の
他
こ
れ
ら
に

類
す
る
都
市
間
の
提
携
及
び
協
定
。

❸　

市
民
憲
章
の
制
定
、
変
更
又
は
廃
止

❹　

各
種
の
都
市
宣
言
の
制
定
、
変
更
又
は
廃
止

議
会
提
案
の
条
例
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